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1.下水道事業の現状及び課題
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▶ 全国の地方公共団体では、下水道施設の老朽化、技術職員の減少や使用料収入の減少といった様々
な課題を抱え、従来通りの事業運営では、持続的な事業の執行が困難になりつつある。

▶ とくに、下水道職員の不足や技術力の低下、また、ノウハウの喪失など、人の面における課題は深刻であ
り、喫緊の対策が求められている。

（1）下水道事業の現状及び課題

現状と課題 課題解決の方向性

人  下水道職員の不足
 技術力の低下
 ノウハウの喪失

 職員不足は、技術革新やICTによる
効率化で対応

 技術力低下・ノウハウ喪失は、官民
連携による補完

モノ  処理場、管きょの改築更新需要の増加
 管きょ調査等維持管理費の増加

 ストックマネジメント計画の最適化
 施設のダウンサイジングや統廃合の検討

カネ  人口減少等に伴う使用料収入の減少
 維持管理費用の増加
 経費回収率の悪化

 改築更新費用の平準化
 収入の減少、費用の増加を踏まえた下水

道事業の経営
 広域化・共同化等による効率的な下水

道事業の経営
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（2）「人」「モノ」「カネ」の課題は相互に関連する

「人」

「モノ」「カネ」

相互に
関連

▶ 例えば、改築更新費用（モノ・カネ）を最小限に抑えるためには適切なストックマネジメント計画が必要で
あり、そのためには、下水道職員の技術力（人）や適切なデータが必要である。

▶ 一方で、下水道職員（人）が不足していると適切な経営戦略の策定も困難であり、その結果、資金繰
りの悪化（カネ）や必要な改築更新（モノ）の遅れなどにつながる恐れもある。
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（3）「人」の課題が引き起こすもの

 ストマネ計画の未策定による、処理場、管きょ
の改築更新費用の増加

 適正な工事価格の算定ができないことにより
工事費用の増加

 使用料収入の算定ができないこ
とによる適正でない値段設定

 経費回収率の悪化

「人」

「モノ」「カネ」

 下水道職員の不足
 技術力の低下
 ノウハウの喪失

「人」を削減

コスト増

不適切な
使用料設定

組織力低下

 収入＜ コスト による
赤字体質

 業務負担の増加によ
るコア事業に充てるリ
ソースの減少下水道事業

の経営悪化

②

③

④

⑤

負のスパイラル

①

▶ 現在、多くの地方公共団体においては、下水道職員の不足や技術力の低下により、ストックマネジメント
計画の策定や適切な工事価格の算定が困難となっている。その結果、将来の改築更新費用の増加や下
水道事業経営の悪化につながる恐れがあり、したがって、特に注力すべきは「人」であると考えられる。
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（4）「人」の課題に注力した場合

 最適なストマネ計画の策定による、処理場、管
きょの改築更新費用の最小化

 適正な工事価格の算定により工事費用の削減

 適切な使用料収入の算定
 経費回収率の上昇

「人」

「モノ」「カネ」

 下水道職員の充足
 技術力のUP
 ノウハウの継承

「人」の課題に
リソースを注力

コストダウン

組織力向上

 下水道事業の効率化
 コア事業に注力可能

下水道事業
の最適化

②

③

⑤

正のスパイラル

①
適切な
使用料設定

④

▶ 下水道職員が充足され、技術やノウハウが継承されれば、最適な改築更新計画や適性な工事価格の算
定により費用を抑えられ、適切な使用料の設定も可能になり、ひいては、下水道事業の最適化につながる
ものと考えられる。



8

（5）新たな補完組織の出現

地方公共団体

▶議会の議決なくして、予算の執行は
できない。したがって、議会での充分
な審議期間を要するものであり、機
動性・柔軟性の確保が困難。

▶公益性の確保が可能。

従来からの補完組織

▶議会の議決に縛られないため、機動
性・柔軟性の確保が可能。

▶専門技術、下水道に関するノウハウ
の確保が可能。

新たな補完組織

▶議会の議決に縛られないため、機動
性・柔軟性の確保が可能。

▶公益性の確保が可能。

▶専門技術、下水道に関するノウハ
ウの確保が可能。

双方の利点を
兼ね備えた組織

▶ 近年では、地方公共団体自身が担ってきた業務を一部補完する株式会社形態の新たな組織が出現し
てきており、これらの組織は、地方公共団体の強みである公益性を確保しつつ、かつ、地方公共団体の弱
みである機動性・柔軟性・専門性を備えた点が特徴である。

▶ 本報告書では、この新たな補完組織がこれからの地方公共団体を支える一つの参考になるものと考えられ
ることから、次章以降で検討を行った。
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（6）従来からの補完組織と新たな補完組織の関係

官100％
出資会社

官民
出資会社

新たな補完組織
（会社型補完組織）

広義の補完組織
第4章および第5章

第2章および第3章

▶ 従来からの補完組織と新たな補完組織の関係を示すと下図のとおりである。
▶ 第2章および第3章では、新たな補完組織に焦点を当てて検討を行った。
▶ 第4章および第5章では、広義の補完組織を対象として検討を行っている。

日本下水道
事業団

都道府県
代行制度

日本下水道
協会

日本下水道
新技術機構 下水道公社 民間企業

従来からの補完組織
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2.下水道事業における会社型補完組織とは
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（1）会社型補完組織とは

地方公共団体

サ
ー
ビ
ス
提
供

出
資

取
締
役

株主総会

取締役会

監査役

会社型補完組織

取
締
役

①出資により株主総会をコ
ントロールし、会社型補完
組織の公益性を確保

業
務
委
託
契
約

職
員

職
員

職
員

取
締
役

②株主総会を通じて、会社型補
完組織の運営を担う取締役を
地方公共団体が選任

▶ 本検討では、地方公共団体が（又は地方公共団体と民間企業が共同で）出資して設立する株式会
社形態の補完組織を「会社型補完組織」と定義する。

▶ 地方公共団体は、出資により最高意思決定機関である株主総会をコントロールし、会社型補完組織の
公益性を確保する。そして、取締役の選任を通じて、会社型補完組織の実質的な運営を地方公共団体
が担う。
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（2）会社型補完組織のメリット

職員

職員

会社型補完組織

地方公共団体

取
締
役

サ
ー
ビ
ス
提
供

出
資

民間企業

出
資
・
出
捐

ノ
ウ
ハ
ウ
提
供

職員派遣
を通じた

技術の継承

職
員
派
遣

職員

職員

官民出資
または

広域化の場合

業
務
委
託
契
約

ストマネ計画
策定支援

経営戦略
策定支援

職員 職員

市場
ITシステム

人②

人③④

人⑤

人⑥

会社型補完組織におけるメリット

人

① 会社型補完組織への職員派遣を通じて下水
道職員の人材育成や技術の継承が可能。

② 公務員のような人事異動がないため、会社型
補完組織内部でのノウハウ継承が可能。

③ 民間企業からの職員派遣により、高度な専門
知識の獲得が可能。

④ 突発的な災害時も出資企業等からの人員の
バックアップが可能。

⑤ 計画策定などのマネジメント業務も支援可能。
⑥ 市場からの機動的な人材採用が可能。

モノ

① 出資企業等が保有するノウハウやITシステム
の利用が可能。

② 専門知識をもとに効率的な維持管理、改築
更新が可能。

カネ

① 民間出身者の視点を入れることで、効率経営
による費用の削減が可能。

② 専門知識による効率的な維持管理、改築更
新により費用の削減が可能。

モノ①

カネ①②

モノ②

人①

▶ 会社型補完組織のメリットはその他にも様々ある。
▶ とくに、人材育成以外にも「人」の面におけるメリットが多い。その他、出資企業等が保有するノウハウを利

用できることや、民間出身の経営者による効率的な経営による費用の削減など、「モノ」と「カネ」の面でもメ
リットがある。
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（3）会社型補完組織を通じた広域化・共同化

会社型補完組織

A市
維
持
管
理
業
務

B市

維
持
管
理
業
務

窓
口
業
務

＋

C市

柔軟な連携が可能 連携の発展も容易

▶ 会社型補完組織を通じて、柔軟かつ機動的な広域化・共同化も可能となる。
▶ 例えば、A市では維持管理業務を補完し、B市では維持管理業務＋窓口業務を補完するなど、会社型
補完組織を通じて柔軟な連携が可能となる。

▶ また、会社型補完組織への出資を通じてC市が連携に加わるなど、連携の発展も容易である。
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3.会社型補完組織設立時における検討ポイント
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（1）会社型補完組織設立時の検討ポイント概要

地方公共団体

サ
ー
ビ
ス
提
供

出
資

取
締
役

株主総会

取締役会

監査役

会社型補完組織

業
務
委
託
契
約

職
員

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

民間企業

出
資

取
締
役

職
員

【凡例】

役員 職員 役員 職員

民間人材官人材

①出資比率①出資比率

②機関設計

③職員確保

④モニタリング

▶ 本章では、会社型補完組織を設立するに当たって検討すべき下記の主な論点について検討した。
▶ ①出資比率、②機関設計、③職員確保、④モニタリング、の各論点にかかる概要は下記のとおりである。



16

主な検討事項
①
出
資
比
率

• 官100％出資会社と官民出資会社の比較
• 議決権比率と株主総会における権利内容
• 官民出資会社とする場合の出資比率の考え方

②
機
関
設
計 • 代表取締役の選定および監査役の選任

③
職
員
確
保

• 会社型補完組織における職員確保の方法
• 退職派遣と研修派遣の選択

④
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

• モニタリングの実施者

（2）各論点における主な検討事項
▶ 各論点における主な検討事項は、下記のとおりである。

地方公共団体
出
資

会社型補完組織

地方公共団体
出
資

会社型補完組織

民間企業
出
資

官100％出資 官民出資

株主総会

取締役会

監査役

地方公共団体

会社型補完組織

モニタリング

官人材 民人材

取
締
役

取
締
役

監
査
役

監
査
役
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4. 補完組織を通じた広域化・共同化
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補完組織

B市
事業者

C市
事業者

B市
事業者

C市
事業者

企業団

補完組織

補完設立

A県または
B市(大都市)

事業者

補完組織

補完設立

C市
他自治体

補完

共同設立型 企業団型 都道府県/大都市主導型

民間
事業者

設立

民間
事業者

設立

（民出資の場合）

（民出資の場合）

民間
事業者

設立

（民出資の場合）

A県
事業者

補完設立 補完

A県
事業者

B市
事業者

C市
事業者

A県
事業者

①共同設立型・・・受け皿となる補完組織を共同で設立し広域化・共同化を行う手法
②企業団型・・・企業団や一部事務組合を設立し広域化・共同化した後に補完組織を設立する手法
③都道府県/大都市主導型・・・都道府県または大都市が補完組織を設立し、他自治体の業務等も補完可能な手法

▶ 補完組織を通じて広域化・共同化を行う手法としては、主に①共同設立型、②企業団型（一部事務
組合含む）、③都道府県/大都市主導型の3つの手法がある。

（1）補完組織を通じた広域化・共同化

設立 補完設立
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（2）各類型におけるメリット・デメリット

共同設立型 企業団型 都道府県/大都市
主導型

メリット 複数事業者による事業規
模の拡大が可能

出資金や設立に要する費
用を複数の事業者で分担
することが可能

経営における意思決定権は
各事業者に存続

複数事業者による事業規
模の拡大が可能

出資金や設立に要する費
用を複数の事業者で分担
することが可能

事業統合することで経営層
の意思決定が統一され、効
率化が図れる

単独事業者での設立のため
他事業者との合意形成や
調整が不要

他自治体業務への事業拡
大が比較的容易

経営における意思決定権は
各事業者に存続

デメリット 複数事業者の関与を求め
る場合は調整が困難

企業団または一部事務組
合の設立に時間を要する

補完組織の設立には単独
事業者での財政基盤が必
要

▶ ①共同設立型、②企業団型、③都道府県/大都市主導型の3つの類型におけるメリット・デメリットを整
理すると以下のとおりである。

※いずれの類型でも、設立に関与していない自治体に対しての補完が可能
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（3）補完組織を通じて広域化・共同化を行う際の留意点

サ
ー
ビ
ス
提
供

出
資

取
締
役

補完組織

業
務
委
託
契
約

職
員

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

民間企業

出
資

取
締
役

職
員

B市A市
事務のとりまとめ

②地方公共団体間に
おける事務のとりまとめ

①関係者間の
合意形成

*1）2市が補完組織へ各々発注する方法など様々な発注方法が考えられるが、本報告書では地方公共団体間で事務を取りまとめて発注する方法について検討する。

▶ 本章では、補完組織を通じて広域化・共同化を行うに当たって留意すべき下記の論点について検討した。
▶ ①関係者間の合意形成、②地方公共団体間における事務のとりまとめ(*1) 、の各論点にかかる概要を

示すと下記のとおりである。
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（4）各論点における主な検討事項
▶ 各論点における主な検討事項は、下記のとおりである。

主な検討事項
①
関
係
者
間
の
合
意
形
成

• 既存の補完組織との連携
• 企業団の設立
• その他の関係者との合意形成

②
地
方
公
共
団
体
間
に
お
け
る
事
務
の
と
り
ま
と
め

• 想定される主な連携パターン
• 「事務の委託」「事務の代替執行」「業務委託」

B市A市

事務のとりまとめ

補完組織

サ
ー
ビ
ス
提
供

サービス提供

業
務
委
託
契
約

B市A市 関係者間の合意形成
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